
建設工事の受注者及び発注者は、再生資源を利用するよう努めるとともに、自らの工事で発生した建
設副産物が再生資源として利用されるよう努めなければならない。
主務大臣は、再生資源の利用促進に関する判断の基準（省令）を定め、基準に照らして著しく取組が
不十分な一定規模以上の事業者に対し、立入検査・勧告・命令を行うことが可能。

⇒再生利用の促進・不適正処理防止の観点から、政省令を改正し、計画制度を強化。

（１）再生資源利用促進計画の作成対象工事の拡大等
土砂等の利用量や搬出量・搬出先等を記載する再生資利用促進計画に関して、
・計画作成の対象工事拡大（搬出土砂量1,000m3以上→500m3以上）
・計画及びその実施状況の保存期間の延長（１年→５年）

（２）元請業者責任の強化等
・計画作成後の発注者への説明を義務付け
・発注者からの請求に応じて実施結果を報告
・計画の現場掲示を義務付け（インターネット公表の努力義務）
・元請及び下請け企業は、契約に際し、運搬費その他処理経費の適切な見積りに努める

資源有効利用促進法 政省令改正（第一弾）の概要

資源有効利用促進法について

・より小規模な事業者も勧告・命令の対象となるよう、
その基準を年間施工金額５０億円以上→２５億円以上に引き下げ。

◇勧告・命令の対象事業者の範囲の拡大【政令改正】

◇計画制度・元請業者責任の強化【省令改正】※

公布：令和４年９月２日
施行：令和５年１月１日

(省令：施行日以降に契約する工事に適用)

盛土規制法の施行に合わせ、更なる省令改正を予定
（搬出先の盛土規制法の許可の事前確認・

土砂受領書等の確認義務化等）

※２つの省令の関係部分を改正

・再生資源省令
（土砂等を工事に利用する際の省令）

・指定副産物省令
（土砂等を工事から搬出する際の省令）


